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７
月
は 

『
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
』

強
調
月
間
で
す

　
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
は
、

す
べ
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行
の

防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の
改
善

更
生
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
犯
罪

や
非
行
の
な
い
地
域
社
会
を
築
こ
う

と
す
る
全
国
的
な
運
動
で
す
。
犯
罪

や
非
行
の
な
い
安
全
・
安
心
な
社
会

を
築
く
に
は
、
犯
罪
や
非
行
か
ら
立

ち
直
ろ
う
と
す
る
人
た
ち
の
意
欲
を

認
め
、地
域
社
会
の
中
に
受
け
入
れ
、

見
守
り
、
支
え
て
い
く
こ
と
が
必
要

で
す
。

　

７
月
に
は
、
地
域
で
さ
ま
ざ
ま
な

行
事
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動

講 

演 

会

○
と
き　

７
月
７
日
（
土
）

　
　
　
　

午
前
９
時
半
か
ら

○
と
こ
ろ

　

神
埼
市
中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル

○
演
題

　

コ
ラ
ム
の
世
界
…

　

思
い
や
り
と
や
さ
し
さ
と

○
講
師

　

佐
賀
新
聞
社　

編
集
局
長

　

富
吉
賢
太
郎
さ
ん

○
主
催

　

神
埼
市
、吉
野
ヶ
里
町
、神
埼
地

区
保
護
司
会
、
神
埼
地
区
Ｂ
Ｂ
Ｓ

会
、
神
埼
市
更
生
保
護
女
性
会
、

吉
野
ヶ
里
町
更
生
保
護
女
性
会

※
入
場
無
料

キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
に
よ
る
広
報
活
動

○
と
き　

７
月
２
日
（
月
）

　
　
　
　

午
前
９
時
か
ら

○
と
こ
ろ　

神
埼
市
郡
一
円

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

神
埼
市
役
所　

市
長
公
室

　

☎
３
７

－

0
0
8
8

新
し
い
教
育
委
員
を

紹
介
し
ま
す

古
川

子
さ
ん
（
神
埼
町
）

【
任
期
】平
成
24
年
５
月
10
日
か
ら

　
　
　

平
成
28
年
５
月
９
日
ま
で

中学校の夏休みが
1週間短縮されます

　神埼市教育委員会では、新学習指導要領の実施にお
いて授業時数が35時間増えたこと等を受けて、今年度
から市内の３中学校の夏休みを１週間短縮し、従来９
月１日だった２学期のスタートを８月25日とするこ
とにしました。ただし、今年は25日が土曜日のため、
実際には27日（月）に２学期の始業式を行います。

◆短縮の主な理由は、次の４つです
①本年度から全面実施されている中学校学習指導要領では、指導内容の増加に伴い、１年生から３年生までの全

学年の授業時数が前年度の980時間から1015時間へと増えた。学校の授業時数確保については、これまでも努力
してきたが，30時間の授業時数確保によってゆとりある教育活動が可能になり、学力の向上も期待できること。

②毎年、冬期から春先にかけてインフルエンザによる学年や学級閉鎖が相次いでいる。昨年度も、市内小中学校
10校の中で６校が学級閉鎖をした。そのため、通常６時間目までの授業を７時間目まで行う学校があるなど、
授業時数の確保に苦労してきた経緯がある。さらに、法改正により、今年４月１日からはインフルエンザによ
る出席停止期間が「発症後５日間を経過し、かつ解熱した後２日間」とされる
こととなり、学年や学級閉鎖の期間が延びる可能性が高まったこと。

③中学校における完全空調化（エアコンが完備）を済ませ、暑さ対策等の学習環
境を整えたこと。

④共同調理場が完成し、市独自での給食の準備が可能となり、２学期始業式の日
から給食提供の条件が整ったこと。

　授業時数をどのように確保していくかについては全国的に大きな課題になっており、土曜日の活用が検討されて
いる経緯にも、上記のような理由が含まれています。『学校教育法』では、公立学校の休業日については、学校を設
置する市町村が定めることとされていることから、保護者には、ＰＴＡ等の諸会合での説明や文書等によって理解

をいただきながら、今年度から試行的に市内全ての中学校で実施することにしました。
　なお、小学校への導入については、全小学校の空調整備が完備された後、中学校での実績等を
検証して考えていく予定です。また、夏季休業中のサマースクール10日間は、これまでどおり実
施し、全ての児童が参加可能な授業であるなどの条件が満たされた場合には、授業時数に加算す
るなどの手だてをとることにしています。

◎問い合わせ先　　神埼市教育委員会　学校教育課　☎44－2384
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市
民
活
動
を
支
援
し
ま
す
！

～
神
埼
市
ま
ち
づ
く
り
市
民
活
動
支
援
事
業
～　

　

神
埼
市
で
は
、
市
民
の
主
体
的
な

参
画
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す

る
た
め
、
市
民
の
自
主
的
か
つ
公
益

性
の
あ
る
活
動
を
行
う
団
体
に
対
し
て

補
助
金
を
交
付
し
、支
援
し
て
い
ま
す
。

　

本
年
度
は
、
４
月
27
日
ま
で
募
集

を
行
い
、
書
類
審
査
の
結
果
、
次
の

10
団
体
に
補
助
金
交
付
決
定
を
行
い

ま
し
た
。
交
付
決
定
を
受
け
た
各
団

体
で
は
、
地
域
の
活
性
化
と
協
働
の

ま
ち
づ
く
り
に
貢
献
す
る
公
益
性
の

あ
る
活
動
を
展
開
し
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

◆
追
加
募
集
を
行
い
ま
す

・
募
集
件
数　

６
件
程
度

・
募
集
期
限　
　

　
　

７
月
27
日
（
金
）
ま
で

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
書

な
ど
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◎
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先

　

神
埼
市
役
所　

市
長
公
室

　

☎
３
７

－

０
１
０
２

▼平成24年度神埼市まちづくり市民活動
　支援事業 補助金交付団体

団　　体　　名 代表者

1 下直鳥子ども守り隊 貞島　邦子

2 柏原ふれあい交流会 北島　久美

3 出来町区自治会 原野　正幸

4 石井ケ里地域再生促進イベント
実行委員会 平田　英次

5 健康増進吹矢クラブ 八嶋フヂヨ

6 岩田公民館まちづくり実行委員会 高平栄次郎

7 ふれあい夏祭り実行委員会 豆田　一吉

8 復活ちよだ町フナつり大会
実行委員会 永沼　　功

9 四丁目自治会 藤井　克也

10 菱の里ちよだを活かす会 江　大雄

神埼市差押物件の公売公告
差押物件の公売説明会および入札会を行います。

１．場　　所　　神埼市千代田町迎島
　　　　　　　　字七本松２５９７番１
２．土地種別　　宅地
３．面　　積　　626.72㎡
４．公売方法　　入札による公売（最低額制限あり）
５．最低価格　　3,200,000円
６．参加資格　　参加資格制限あり
　　　　　　　　（入札に参加できない場合もあります）
７．公売説明会　　７月20日（金）13：30 ～
８．公売入札会　　７月30日（月）13：30 ～
９．公売保証金　　320,000円

・建築条件等あり
　（詳細は市役所建設課へお尋ねください）
・入札に参加される方は、７月19日（木）までに入札参加申込

が必要です。（運転免許証など身分を明らかにできるものの写
しを添付してください）

・参加申込書は、市役所税務課の窓口に準備しています。

・入札に参加できない方は代理参加ができますが、委
任状が必要です。

・落札者は入札後、公売保証金が必要になります。残
額は市役所が指定した日までに入金してください。

◎問い合わせ先　神埼市役所　税務課　☎37－0114

公売予定地

有
料
広
告

有
料
広
告
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◆納め方は「特別徴収」と「普通徴収」の2通りに分かれます

 特別徴収（年金天引き）

 普通徴収（納付書・口座振替）

　老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給されている
方は、原則年金より天引きされます。
　既に、４月、６月、８月(※)の徴収額（仮徴収額）については、
仮算定していますので、今回決定した金額から仮徴収額を差し引
いた残りの金額を、10月、12月、２月の３回に分けて年金より天
引きさせていただきます。
　なお、年度途中で65歳になられた方、佐賀中部広域外から転入
された方などはおおむね６ヶ月後から天引き開始となります。　
※8月の保険料額が変わる場合もあります。

　老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円未満の方、年金をも
らわれていない方、老齢福祉年金などの受給者の方などは、納付
書または口座振替で納付していただきます。
　すでに、４月から７月分（仮徴収額）は仮算定していますので、
今回決定した金額から仮徴収額を差し引いた残りの金額を、８月
から３月の８回に分けて納付していただきます。　　　　　　　
　納付には納付書のほか便利な口座振替もございますので、ぜひ
ご利用ください。なお、すでに口座振替ご利用の方は引き続き行
います。

７
月
下
旬
か
ら
介
護
保
険
料

の
減
免
申
請
の
受
付
を
始
め

ま
す

　

７
月
下
旬
頃
に
送
付
す
る
平
成
24

年
度
保
険
料
の
納
入
通
知
書
に
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
を
同
封
し
ま
す
の
で
、
減

免
要
件
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
対
象
と
な
る
方
（
次
の
す
べ
て
に

該
当
さ
れ
る
方
）

・
平
成
24
年
度
の
介
護
保
険
料
段
階

が
特
例
第
３
段
階
お
よ
び
第
３
段

階
の
方

・
平
成
23
年
中
の
す
べ
て
の
収
入

が
88
万
円
以
下
の
方
（
世
帯
員
が

ひ
と
り
増
え
る
ご
と
に
41
万
円
加

算
）

・
住
民
税
課
税
者
と
生
計
を
と
も
に

し
て
お
ら
ず
、
住
民
税
課
税
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
な
い
方
（
健
康
保

険
の
扶
養
も
含
む
）

・
世
帯
全
員
の
預
貯
金
の
合
計
が

１
８
０
万
円
以
下
の
方

※
預
貯
金
額
に
は
、
国
債
・
生
命
保

険
の
返
戻
金
等
も
含
み
ま
す
。

・
居
住
用
以
外
の
活
用
で
き
る
不
動

産
が
な
い
方

●
申
請
の
方
法

　

必
要
書
類
［
７
月
下
旬
頃
に
送
付

し
た
通
知
書
、
平
成
23
年
中
の
収
入

が
わ
か
る
書
類
（
年
金
の
源
泉
徴
収

票
な
ど
）、健
康
保
険
証
、預
金
通
帳
、

生
命
保
険
証
書
等
、
印
鑑
］
を
持
っ

て
、
本
庁
高
齢
障
が
い
課
ま
た
は
佐

賀
中
部
広
域
連
合
へ
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

●
減
免
額

　

申
請
提
出
後
、
審
査
を
行
い
、
減

免
が
承
認
さ
れ
た
場
合
は
、
申
請
月

以
降
の
保
険
料
を
第
1
段
階
と
同
額

の
保
険
料
に
減
額
し
ま
す
。
た
だ
し

８
月
末
ま
で
に
申
請
さ
れ
た
場
合
に

限
り
４
月
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
保
険
料

を
減
額
し
ま
す
。

　

減
免
の
承
認
・
不
承
認
の
結
果
に

つ
い
て
は
決
定
後
、
通
知
し
ま
す
。

　

ご
不
明
な
点
は
左
記
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

佐
賀
中
部
広
域
連
合　

業
務
課

　

☎
４
０

－

１
１
３
５

　

神
埼
市
役
所　

高
齢
障
が
い
課

　

☎
３
７

－

０
１
１
１

65
歳
以
上
の
皆
さ
ま
へ　

平
成
24
年
度
の
介
護
保
険
料
が
決
ま
り
ま
す

平
成
24
年
度
の
介
護
保
険
料
を

決
定
し
ま
す　
　
　
　
　
　
　

 

　

介
護
保
険
料
は
40
歳
以
上
の
皆
さ

ま
か
ら
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
年

齢
に
よ
り
納
付
の
方
法
が
異
な
り
ま

す
。
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
方
は
ご

加
入
の
医
療
保
険
と
合
わ
せ
て
納
め

て
い
た
だ
き
、
65
歳
以
上
の
方
は
特

別
徴
収
（
年
金
天
引
き
）
ま
た
は
普

通
徴
収
（
納
付
書
・
口
座
振
替
）
で

佐
賀
中
部
広
域
連
合
へ
納
付
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

　

65
歳
以
上
の
方
の
平
成
24
年
度
の

介
護
保
険
料
は
、
す
で
に
仮
徴
収
し

て
い
ま
す
が
、
6
月
に
確
定
し
た
住

民
税
の
課
税
状
況
等
に
基
づ
き
、
平

成
24
年
度
の
年
額
保
険
料
を
決
定
し

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

決
定
し
た
保
険
料
の
通
知
書
は
7

月
下
旬
頃
に
送
付
し
ま
す
。
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保険証の更新のお知らせ

予防接種実施医療機関の内容が変わりました

　今お持ちの保険証（水色）は平成24年７月31日までの有効期限
となっています。
　新しい保険証（桃色）は、７月中に簡易書留で郵送しますので、
８月以降にご使用ください。
　なお、今お持ちの保険証（水色）は、７月31日までご使用いただき、
その後は、市役所後期高齢者医療担当または各支所の総合窓口に
返還していただくか、裁断等をして廃棄してください。

▼新しい保険証のイメージ（桃色）

▼認定証のイメージ（黄色）
 お願い
　新しい保険証（桃色）が届きましたら、住所・氏名・性別・生
年月日のご確認をお願いします。もし、記載内容に誤りがある場
合は、市役所後期高齢者医療担当までご連絡ください。

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を
お持ちの皆さまへ

　後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、
平成24年７月31日までとなっています。
　今年度も引き続き該当と判定された方は、７月中に新しい認定証を
郵送します。
　なお、認定証の更新手続きは必要ありません。
 
◎問い合わせ先
　神埼市役所　市民課　　　　　　☎37－0115
　佐賀県後期高齢者医療広域連合　☎64－8476

　後期高齢者医療の保険証をお持ちの皆さまへ

　平成24年６月１日から、管理者名および実施内容が下記のとおり変更になりました。すべて予約が必要です。

医療機関　 診療曜日 受付時間

定期接種 任意接種

二

種

混

合

三

種

混

合

ＭＲ麻疹・風疹

Ｂ
Ｃ
Ｇ

日本脳炎
子
宮
頸
が
ん

Ｈ
ｉ
ｂ

小
児
用
肺
炎
球
菌

1
歳

5
歳
以
上
７
歳
未
満

中
1
・
高
3

乳
幼
児

学
童

栗並医院（栗並 昇　医師）
☎52－2977
神埼町枝ケ里76-1

月火水木金   9：00 ～ 13：00
14：00 ～ 18：00 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

土   9：00 ～ 13：00
　「○」は実施、「×」は実施しない。

認定証更新のお知らせ

お知らせ ポリオ集団予防接種の日程が変わります
　ポリオ予防接種は、これまで経口生ポリオワクチンによる
集団接種を実施してきましたが、９月１日から不活化ポリオ
ワクチンへ切り替わり、医療機関での個別接種となります。
そのため、９月５日・19日に予定していた集団接種の日程が
右記のとおり変更となりました。

日　　程 会　　場
８月３日（金） 千代田町保健センター
８月８日（水） 神埼市中央公民館
８月21日（火） 国民健康保険脊振診療所

※受付時間　13：00 ～ 13：30
◎問い合わせ先　　神埼市役所　保健環境課（神埼町保健センター）☎51－1234
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【エアコン年間電気代比較（６畳タイプ）】
１年間の使用

電気代
約35,000円 電気代

約16,700円

2010年度
省エネ基準クリア
エアコン

10年前製造の
エアコン

電気代
約18,300円減

47％減１年間で
こんなに節約！

５年間で

電気代
約91,500円

削減

暑い夏を乗りきろう！夏の省エネ
エアコンキャンペーン中！！
暑い夏を乗りきろう！夏の省エネ
エアコンキャンペーン中！！
快適・便利な機能満載！最新省エネエアコンで
こんなにお得になります！
快適・便利な機能満載！最新省エネエアコンで
こんなにお得になります！

リフォームで暮らしを快適に！
お客様のご予算ご要望に応じた
提案を致します。
無料見積もり随時受付中！！

リフォームで暮らしを快適に！
お客様のご予算ご要望に応じた
提案を致します。
無料見積もり随時受付中！！

さんちゃん

国民年金保険料の免除等についてのお知らせ
１．保険料の免除・猶予制度があります

２．保険料の追納ができます

　所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって承認を受
けると、保険料の納付が免除または猶予される制度（次の３種類）があります。
　なお、保険料を未納のまま放置すると、将来の「老齢基礎年金」や「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を
受け取ることができない場合がありますので、必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合は免除制
度をご利用ください。

①全額免除・一部納付申請
（４分の１納付・半額納付・
 ４分の３納付）

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請後に承認
されると保険料の納付が全額免除または一部納付（一部免除）になります。

（承認期間は７月から翌年６月までです）

②若年者納付猶予申請
30歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請後
に承認されると保険料の納付が猶予されます。

（承認期間は７月から翌年６月までです）

③学生納付特例申請
学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合には、申請後に承認される
と保険料の納付が猶予されます。

（承認期間は４月から翌年３月までです）
※離職者等は、所得に関係なく該当する場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※一部納付（一部免除）の承認を受けている期間について、一部納付保険料を納付しない場合は、「未納期

間」となります。

　保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額
となるので、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付（追納）することにより、老齢基
礎年金の年金額を増やすことができます。ただし、追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免
除等期間に限られていることや、３年以上前の免除等期間の保険料を追納する場合は当時の保険料額に加算
金がつくことにご注意ください。 
 ◎問い合わせ先　　神埼市役所　市民課　☎37－0115

神
埼
郷
土
研
究
会
へ
の
お
誘
い

　

神
埼
市
は
吉
野
ヶ
里
遺
跡
を
は
じ

め
、
多
く
の
歴
史
遺
産
に
恵
ま
れ
て

い
ま
す
。
地
域
の
文
化
遺
産
の
保
存

が
叫
ば
れ
て
い
る
今
、そ
れ
を
探
り
、

保
存
・
活
用
し
て
い
く
こ
と
は
私
た

ち
の
大
事
な
役
割
だ
と
思
い
ま
す
。

　

神
埼
郷
土
研
究
会
は
、
昭
和
45
年

５
月
に
神
埼
町
郷
土
研
究
会
と
し
て

発
足
し
ま
し
た
。
主
な
活
動
は
、

・
歴
史
文
化
講
演
会（
年
２
回
開
催
）

・
現
地
研
修
会
（
年
２
回
開
催
）

・
研
修
視
察
旅
行（
年
１
回
・
一
泊
）

・
神
埼
町
文
化
祭
で
の
展
示

・
文
化
財
標
柱
清
掃
活
動（
年
１
回
）

・
九
年
庵
公
開
に
伴
う
伊
東
玄
朴
旧

宅
公
開
（
５
月
・
11
月
）

・
会
報
の
発
行（
年
１
回
）な
ど
で
す
。

　

ま
た
、
神
埼
市
か
ら
市
内
歴
史
遺

産
調
査
研
究
の
委
託
を
受
け
、
こ
れ

ま
で
石
造
物
や
伝
統
行
事
の
調
査
を

行
い
冊
子
を
刊
行
し
ま
し
た
。
現
在

は
郷
土
神
埼
の
偉
人
・
先
人
の
調
査

研
究
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

現
在
92
人
の
会
員
で
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
が
、
郷
土
の
歴
史
に
興
味

の
あ
る
方
の
加
入
を
お
誘
い
し
て
い

ま
す
。
随
時
入
会
で
き
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
加
入
く
だ
さ
い
。

○
会
費　

２
，０
０
０
円（
年
会
費
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

 
神
埼
郷
土
研
究
会
事
務
局

　

 
川
原　

☎ 

５
３ 

－

２
５
６
３ 

有
料
広
告

有
料
広
告
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神埼市の歴史文化遺産を活かしたまちづくりに取り組んでいます

市民の皆さまのご参加をお願いします

～現地体験学習会を開催～

神埼塾講座が開講しました

あなたの地域自慢をしませんか

神埼地域資源調査にご協力を！

第２回は脊振山山岳信仰遺跡の見学会を行います。

○日　　時　　７月29日（日）　　
　　　　　　　雨天時：８月５日（日）
○見 学 会　　９：30 ～ 12：30（受付９：00 ～）
○集合場所　　脊振山頂駐車場
　　　　　　　（各自でご集合ください）
　　　　　　　※現地集合・現地解散です。
○注意事項　　
・徒歩での見学です。
・軽登山ができる装備と服装
　でお願いします。
・雨具、飲み物、帽子などを
　ご準備ください。
○参加申込　　
　参加を希望される方は、
　下記の政策推進室まで申し込みください。
○申込締切　７月25日（水）まで

　５月25日から平成24年度の神埼塾講座が始まりました。
　第１回は『吉野ヶ里遺跡と邪馬台国』をテーマに、佐
賀城本丸歴史館の七田忠昭館長から、「弥生時代の神埼～
佐賀・神埼で花開いた朝鮮半島・中国の文化」と題して、
吉野ヶ里と邪馬台国について学びました。

▲第１回講座の様子

　７月の講座は、７月21日（土）13時30分から神埼中
央公民館第1研修室で開催します。

～どなたかご存じないですか～　　　
　『神崎隕石』の情報提供を！
　明治20年～ 30年頃、神埼郡の
どこかに落下したといわれている「神崎隕石」があります。
日本の隕石一覧にも掲載されていますが、落下した年月日
やどこに落下したのか明らかになっていません。
　この「神崎隕石」について、ご存じの方、なんでも結構
です。情報提供をお願いします。
※当時は、隕石の名称が「神崎

4

」となっていました。

情報を求めています

和菱を神埼庁舎の玄関に展示中！
　現在、水田栽
培を行っている
菱ですが、どの
ような水生植物
なのか水槽で展
示中です。ぜひ
ご覧ください。

◎問い合わせ先　　神埼市役所　政策推進室　☎37－0121

神埼デジタルミュージアムへの情報提供と
記事を募集します

　市内の伝統行事や地域活動など、市民の皆さ
んががんばっている取り組みなどを、神埼デジ
タルミュージアム《かんざき＠NAVI》の「人が
繋ぐかんざき」のコーナーで紹介させていただ
きます。
　お祭や行事、地域に残る歴史や自然などの地
域自慢で神埼を盛り上げませんか。
　多くの情報･地域自慢をお寄せください。

　歴史文化遺産や巨木・動植物などの調査・記録
などを行っています。
・個人のお宅などに保管・保存されている道具や

古文書、写真など
・伊東玄朴先生に関する情報や資料など
・尾崎焼・尾崎人形の製品をお持ちの方
・地域で大切に守られてきた鎮守の森や巨木など
・身近に生息している生き物などの情報
・戦前・戦後の生活に関するもの
　など、様々な地域資源に関する情報提供をお願
いします。

▲

修
験
道
の
始
祖
役
の
行
者


